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資料１ 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

令和２年３月 28日（令和３年 8月 5日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）まん延防止 

４）職場への出勤等 

① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働き

かけを行うものとする。 

・ 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務（テ

レワーク）の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の７割削減を目

指すこと。 

・ 20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継

続に必要な場合を除き、20 時以降の勤務を抑制すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低

減する取組を強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エチ

ケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の

消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従業員の

移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の

集団生活の場での対策等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる「５

つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう、実践例も活用しながら促

すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙

室等）に注意するよう周知すること。 

・ 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等の設置を支援する

とともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を二酸化炭素濃度測定器

により確認する場合の留意点等を周知すること。 

・ さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよ

う働きかけること。 

・ 高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊

娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本

人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業

上の配慮を行うこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う
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事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を

避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事業の

特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤

務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進めると

ともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

③ 政府は、上記①に示された感染防止のための取組等を働きかけるため、

特に留意すべき事項を提示し、事業場への訪問など事業者と接する機会

等をとらえ、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す。ま

た、遵守している事業者に、対策実施を宣言させるなど、感染防止のため

の取組が勧奨されるよう促す。さらに、経済団体に対し、在宅勤務（テレ

ワーク）の活用等による出勤者数の７割削減の実施状況を各事業者が自

ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情

報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む。 

 

10）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等 

（職場への出勤等） 

・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、

人との接触を低減する取組を働きかけること。 

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のための取組（手洗いや手指

消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が

触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による

従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員

寮等の集団生活の場での対策等）や「三つの密」や「感染リスクが高まる

「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう、実践例も活用しながら

促すこと。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙

室等）に注意するよう周知すること。感染防止策の徹底のため、二酸化炭

素濃度測定器等の設置を支援するとともに、ビル管理者等に対して、換気

の状況を二酸化炭素濃度測定器により確認する場合の留意点等を周知す

ること。さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践す

るよう働きかけること。その際には、特に留意すべき事項を提示し、事業

場への訪問など事業者と接する機会等をとらえ、事業者自らが当該事項

の遵守状況を確認するよう促すこと。また、遵守している事業者には対策

実施を宣言させる等、感染防止のための取組を強く勧奨すること。 
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13）クラスター対策の強化 

⑤ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を強化する観点から、以下の取

組を行う。B.1.617.2 系統の変異株（デルタ株）への置き換わりが進み、

感染拡大地域における感染経路の不明な患者の割合が半数を超える中で、

商業施設をはじめ職場や学校などクラスターの発生場所が多様化してい

ることを踏まえ、対策の徹底を図る。政府及び都道府県等は、クラスター

対策を強化する観点から、以下の取組を行う。 

・ 「三つの密」等濃厚接触が生じやすい環境にある職場でクラスターが

発生した場合には、幅広く検査を実施する。また、あらかじめ、事業者

に対し、職場でのクラスター対策の徹底を呼びかけるとともに、上記の

検査について労働者への受検勧奨の実施等を促すこと。 

 


